
短期入所生活介護重要事項説明書 
 

＜ 令和 6年  4 月  1 日 現 在 ＞ 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

担 当：会津長寿園短期入所生活介護事業所   生活相談員   

電 話：0242－27－1797（8：30～17：15） 

＊ご不明な点は何でもおたずね下さい。 

２．事業所の概要 

(１) 提供できるサービスの種類と地域 

事業所名 会津長寿園短期入所生活介護事業所 

所在地 福島県会津若松市門田町大字黒岩字五百山丙４５９

番地の３ 

サービスの種類 短期入所生活介護 

指定番号 ０７７０２００２８５ 

サービス提供地域 会津若松市 

   ＊その他の地域にお住まいの方もご相談下さい。 

(２) 職員体制 

職   種  資 格 常勤 非常勤 兼務 職務内容 

管理者  1名  施設長 職員及び業務の一元的管理 

生活相談員 
 

社会福祉主事 

介護支援専門員 

 1名

以上 
 

養護老人ホーム

生活相談員 

利用者様の心身の状況を把握し、日常 

生活を営むことができるよう相談 

援助を行う 

介護職員 
介護福祉士 

ﾍﾙﾊﾟｰ1・2級 
初任者研修終了 

 2名

以上 
 

養護老人ホーム

介護職員 

利用者様の健康状態を把握し、介護に

あたる 

 看護職員 看  護  師 
 1名

以上 
 

養護老人ホーム

看護職員 

機能訓練指導員 

利用者様の健康保持にあたる 

機能訓練指導員 〃 
 1名

以上 
 看護職員 日常生活を営むための機能減退防止 

 医師 医  師  1名  利用者様の健康保持にあたる 

 

(３) 設備概要 

定 員 ６名 食堂 １室（194.10㎡） 

居室（個室） ６室（１室21.34㎡） 浴室 一般浴室と特殊浴室 



３．事業の目的 

  事業所は、事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関することを定め、事業所の

生活相談員、介護職員及び看護職員等が、利用者様の心身機能の維持並びに家族様の身体的及び精

神的負担の軽減を図るため、要介護又は要支援者に対し、適切な短期入所生活介護を提供すること

を目的とする。 

 

４．運営の方針 

  事業所の職員は、利用者様が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護そ

の他必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う。又、事業の運営にあたっては、地域との結びつ

きを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他保健・医療・福

祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

 

５．サービス内容 

(１) 介護計画の作成 

    介護支援専門員の作成した「居宅サービス計画」に沿って、担当者間で協議し「短期入所生活

介護計画」を作成し、利用者様および家族様に説明し同意をいただきます。 

(２) 食 事 

朝 食      ７：４０から 

昼 食    １２：００から 

夕 食    １８：００から 

(３) 入 浴 

 ○一人で入浴できず介護や見守りが必要な方・・・月・水・金・日 PM  1:15 から  3:30 

                    リフト浴・・・火・木     PM  1:15 から  3:30 

                           土       AM 9:30 から 11:30 

                                                                      PM 1:15 から  3:30 

○一人で入浴できる方・・・・・・・・・・・・・月・水・金・日 PM 3:30 から  5:00 

ただし、状態に応じて、特殊浴または清拭等になる場合があります。 

        ＊入浴用の石鹸・シャンプーは、風呂場に用意しております。 

                  終了時間については、利用者様の状態により変更になる場合があります。 

(４) 介 護 

 介護計画に沿って下記の介護を行います。 

声掛け・見守り・着替え・排泄・食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内

の移動の付添い等。 

(５) 機能訓練 

    介護計画に沿って、心身等の状況に応じ、日常生活を送るのに必要な日常生活動作訓練、レク

リエーション等を行います。 

(６) 生活・介護相談 

 担当職員、生活相談員が対応します。お気軽にご相談下さい。 

(７) 健康管理 

    適時健康チェックを行いますが、必要に応じて医療機関等への受診をお願いすることがありま



す。 また、ご利用中の定期通院につきましても、家族様付添いでお願いいたします。緊急の

場合はこの限りではありません。 

(８) 理容サービス 

 理髪の業者が入っております。料金は１回１,２００円で予約制となっております。 

(９) レクリエーション等 

    施設内において、レクリエーション等を実施しております（行事によって別途参加費のかかる

場合がありますのでその都度担当よりご説明させていただきます）。 

 

６．サービス利用方法 

(１) サービス利用契約 

    居宅介護支援事業所に居宅サービス計画作成を依頼している方は、居宅介護支援事業所の担当

者とご相談ください。居宅介護支援事業所の担当者が申し込みをいたします。 

＊居宅サービス計画をご自分で作成する方は、直接お申込みください。 

(２) サービス利用契約の終了 

① 利用者様のご都合でサービス利用契約を終了する場合 

     実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申出によりいつでも解約できま

す。この場合、その後の予約は無効となります。 

② 自動終了 

 以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者様が他の介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付サービスでサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当（自

立）と認定された場合 

・利用者様がお亡くなりになった場合 

③ その他 

     利用者様及び家族様等がサービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう

催告したにもかかわらず20日以内に支払われない場合、または利用者様や家族様等が当施設

や当施設の従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、サービス利

用契約を終了させていただく場合があります。なお、この場合契約終了後の予約は無効とな

ります。 

７．利用料金 

(１) 基本料金 

① 利用料 

介 護 度       
１日当たりの利用金 介護保険適用時の1日当り自己負担額 

従来型個室 従来型個室（1割） 従来型個室（2割） 従来型個室（3割） 

要介護度１ ６,０３０円 ６０３円 １,２０６円 １,８０９円 

要介護度２ ６,７２０円 ６７２円 １,３４４円 ２,０１６円 

要介護度３ ７,４５０円 ７４５円 １,４９０円 ２,２３５円 

要介護度４ ８,１５０円 ８１５円 １,６３０円 ２,４４５円 

要介護度５ ８,８４０円 ８８４円 １,７６８円 ２,６５２円 



 ＊ 自己負担額は、介護給付費の１割または２割または３割です。 

＊ 償還払いの場合には、一旦介護給付額全額をお支払いただき、その後事業所の発行する  

サービス提供証明書を保険者に提出し、９割または８割または７割の還付が得られます。 

② 食費及び滞在費（全額自己負担）                  （ 日 額 ） 

 

 

 

 

基準費用額 

 

 

 

 

負担限度額 

第１段階 第２段階 第３段階

① 

第３段階

② 

生活保護受

給している

方など 

市民税非課

税世帯で合

計所得 +年

金収入額が

80万円以下

の方 

市民税非課

税世帯で合

計所得 +年

金収入額が

80万円超か

ら 120万円

以下の方 

市民税非課

税世帯で合

計所得 +年

金収入額が

120万円を

超える方 

滞在費 
従来型個室 

１，２３１円 ３８０円 ４８０円 ８８０円 ８８０円 

食 費 １，４４５円 ３００円 ６００円 １，０００

円 

１，３００

円 

※ 更に預貯金額についても規定がありますので、各市町村にてご確認ください。 

※ 上記のサービスを受ける場合には、必ず各市町村に申請し、発行された介護保険限度額認

定証を事業所へ提示していただきます。なお、該当しない場合は、基準費用額をご負担し

ていただくことになります。 

※ 食費は一食毎の料金となります。 

※ 食費内訳 ： 朝食 ４０４円   昼食 ６０７円   夕食 ４３４円 

(２) その他の料金 

① 送迎費 

     介護保険で定められた送迎加算のうち、自己負担額はその１割の１８４円または２割の３６

８円または３割の５５２円です。会津若松市以外の方のご利用の場合、通常の事業実施地域

の境界を越える分は、送迎距離片道１㎞あたり３７円です。なお、車輌に限りがあり、対応

できない場合もありますのであらかじめご了承下さい。 

   ② サービス体制強化加算(Ⅱ) 

     介護保険で定められたサービス体制強化加算(介護職員のうち、介護福祉士が６０％以上配置

されている)１８０円(日額)のうち、自己負担額はその１割の１８円または２割の３６円また

は３割の５４円です。 

③ その他 

 上記のほか、理容料金、買い物の費用等は自己負担になります。 

(３) 利用中止の料金の調整 

 サービスを中止して途中で退所する場合は、退所日までの日数を基に計算します。 

＊以下の場合に、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

・利用者様が中途退所を希望した場合 

・入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

・利用中に体調が悪くなった場合 

・他の利用者様の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合 

(４) 支払方法 

    口座振替による支払いとなります。ご利用翌月の２７日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)

に、利用者様より指定された口座より自動振替となります。請求書につきましては利用翌月の



１５日までに、領収書につきましては口座振替確認後翌月の１５日までにお渡しいたします。

指定日に口座振替が不可能な場合は、銀行振込によりお支払いいただきます。この際の手数料

は、利用者様負担でお願いいたします。 

 

８．施設利用に当たっての留意事項 

① 面会時間 

     面会は８：００から２１：００までとさせていただきます。お越しの際は、玄関に備え付け

の「面会簿」にご記入ください。 

なお、状況により面会中止となる場合もありますのでご了承ください。 

② 起きる時間、消灯の時間 

◎ 起きる時間・・・６：００に音楽が流れたら、洗面所で洗顔や歯磨き、整容等ができます。 

     ＊音楽が流れる前は、就寝中の方もいますので、洗顔・歯磨き等はご遠慮ください。      

なお、音楽が流れた後も、朝食までご自由に過ごしていただいてけっこうです。  

  ◎ 消灯の時間・・ ２１：００ 

③ 飲酒、喫煙 

お酒は、園の規則に基づき令和4年4月1日より禁酒となりました。 

煙草は、健康増進法に基づき令和2年4月1日より、敷地内全面禁煙となっております。ご了承

ください。 

④ 金銭、貴重品の管理 

必要以外の金品はお持ちにならないで下さい。やむを得ない場合はご相談下さい。 

⑤ 設備、器具の利用 

 居室にはテレビが置いてあります。無料ですのでご自由にご覧いただけます。 

⑥ 宗教活動 

     信仰は自由です。ただし、共同生活に支障のない範囲とさせていただきます。また、施設内

においての布教活動は原則として禁止させていただきます。 

⑦ 衣類の洗濯 

     ご自分で洗濯できない方の分は施設で洗濯いたします。短期間の場合など利用日によっては

できないものもありますのでご了承下さい。 ご自分で洗濯できる方は、施設の洗濯機をご

使用下さい（洗濯機と洗剤の使用は無料です）。 

⑧ お茶道具 

 急須・湯のみ・お茶葉・ポットは居室に準備してあります。ご自由にお使い下さい。 

   ⑨ 持参するもの 

    ○介護保険証  ○健康保険証  ○診察券  ○薬  ○お薬手帳  ○衣類  ○タオル 

    ○その他身の回りのもの（洗面道具等） 

   ⑩ 感染症の対応 

     利用者様、または家族様が何らかの感染症にり患している場合、あるいは園内、または地域

内、県内で何らかの感染症の流行により他へ感染の恐れがある場合は、感染拡大防止のため

予約をいただいていても受け入れを中止することがありますのでご了承ください。 

     その場合は事前にケアマネジャーを通じてご連絡、ご相談いたします。 

     なお、受け入れ中止については「福島県感染症動向調査」等に基づき、園内の感染対策委員

会において決定いたします。 

 

 



９．緊急時の対応方法 

  職員は、サービスの実施中に、利用者様の病状に急変その他緊急事態が発生したときは、速やかに

主治医及び協力医療機関に連絡等の措置を講じ、利用者様の家族様、市町村、担当ケアマネジャー

等に連絡するとともに、管理者に報告します。 

 

１０．事故発生時の対応 

  職員は、サービスの実施中に、事故が発生した場合は、速やかに利用者様の家族様、市町村、担当

ケアマネジャー等に連絡するとともに、管理者に報告します。 

 

１１．虐待防止 

  職員は、入所者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じます。 

 

１２．身体的拘束 

  利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

その他利用者の行動制限を行いません。 

  その他身体的拘束等を廃止するための取組を推進します。 

 

１３．非常災害対策 

  非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防災管理者又は火災及び防災等についての責任者を定  

め、月１回定期的に避難訓練、その他必要な訓練を行います。 

 

１４．サービス内容に関する相談・苦情 

（１）サービスに関する相談・要望・苦情等は下記窓口までお申し出下さい。 

  苦情解決責任者：社会福祉法人会津長寿園 常務理事 目黒 只法 

会津長寿園短期入所生活介護事業所  苦情受付担当：生活相談員 遠藤 幸子 

電話：０２４２－２７－１７９７  FAX：０２４２－２７－６２５０ 

窓口開設時間： ８：３０～１７：１５ 

（２）その他の苦情申し出先 

◎会津長寿園苦情解決委員会 第三者委員（３名） 

     ・芳賀 智恵子（福祉活動経験者）会津若松市花見ヶ丘二丁目１１－１７ 電話 0242-26-2672 

   ・栗城 正治（人権擁護委員）会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合141-6  電話 0242-85-7128 

   ・横山 克英（会津長寿園評議員）会津若松市花見ヶ丘二丁目６－３５   電話 0242-26-2516 

    ◎解決できない苦情（社会福祉法上のもの）は、福島県社会福祉協議会に設置された「福島県運

営適正化委員会」苦情解決部会に申し立てることができます。 

（事務局：福島市渡利字七社宮１１１    電話・ＦＡＸ 024-523-2943 ）  

    ◎また、解決できない介護保険上の苦情については、会津若松市の場合、会津若松市役所高齢福



祉課に申し立てることができます 

（会津若松市東栄町３－４６  電話 0242-39-1242  ＦＡＸ 0242-39-1431） 

    なお、介護サービス提供事業者やサービスの内容・質に対する苦情は福島県国民健康保険団体

連合会介護保険課が専用の窓口を設置しています。 

（電話 024-528-0040  FAX 024-528-0989） 

 

１５．ハラスメント対策 

  事業所は、適切な社会福祉事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的言動、又は 

優越的な関係を背景とした言動、若しくは利用者等からの著しい迷惑行為であって、業務上必要か  

つ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じます。 

 

１６．業務継続計画 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するとともに、非

常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、この計画に従い必要な措置を講

じます。 

 

１７．第三者評価の実施状況について 

    当事業所では、現在第三者評価事業を導入しておりません。 

 

１８．当事業所の概要 

法人名称     社会福祉法人 会津長寿園 

代表者      理事長 高木 龍一郎 

法人本部所在地  〒965-0825 福島県会津若松市門田町大字黒岩字五百山丙459番地の3 

電話番号      ０２４２－２７－１７９７ 

施設等（種別） 

＜養護老人ホーム・特定施設入居者生活介護事業所＞ 

 養護老人ホーム会津長寿園 

会津長寿園特定施設入居者生活介護事業所・定員１５０名 

＜指定短期入所生活介護（ショートステイ）＞ 

 会津長寿園短期入所生活介護事業所・定員６名 

＜訪問介護事業＞ 

 会津長寿園訪問介護事業所 

＜指定通所介護（デイサービスセンター）＞ 

 会津長寿園デイサービスセンター・許可定員３７名 

 （通常規模型通所介護・１日２５名、 認知症対応型通所介護・1日１２名） 

＜指定居宅介護支援事業＞ 

 会津長寿園 指定居宅介護支援事業所 

＜会津若松市地域包括支援センター＞ 

 若松第３地域包括支援センター 

 

 

 



 

 

 

   年   月   日 

 

 短期入所生活介護の提供開始に当たり、契約書および本書面に基づいて重要な事項を説

明しました。 

事業者 

所在地：〒965－0825 福島県会津若松市門田町大字黒岩字 

                         五百山丙４５９番地の３ 

名 称：会津長寿園短期入所生活介護事業所 

 

 説明者：職氏名                 

㊞      

 

 

 

 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から短期入所生活介護について重要事項の説明

を受けました。 

 

利 用 者  住 所 

（契約者） 

   

氏 名                  ㊞    

 

家族代表者  住 所                 

 

 

              氏 名                  ㊞ 


